
2015年4月に発表された最新の助成金情報を交えて佐賀県で活用できる助成金情報をお伝えいたします！ 
厚生労働省・経済産業省から中小企業を活性化する助成金が国家予算に組み込まれました。政府の方針でどのよう
な予算（助成金）を経営者（あなた）が受け取ることができるのか、経営者の視点でわかりやすく、国家資格の社会保
険労務士から活用方法をお伝えするセミナーです。（セミナー後に個別無料相談もできます。） 

日
時 

２０１5年７月１４日（火） 

 

第一講座 

第二講座 専門家お勧め！佐賀県で活用できる助成金!!! 

助成金って何？助成金活用事例大公開！ 

60歳以上の高齢者が 

働きやすい環境を整えて、 

最大１,０００万円の 

助成金を国から受給！ 

賃金規程を見直し、 
スタッフの手取りを変えずに、 

８０万円の助成金を 

国から受給 

非正規社員を2名正規

社員化し１００万
円の助成金を国から受給 

・新たに２人採用して１００万円助成金を受給、  
 更にその方に研修を受けさせ５０万円受給！ 
 
・既存のパートタイマーを正社員に転換して５０万円受給   
 ※採用・研修助成金は1名からでも助成金対象となります 
 ※採用や研修だけでの助成金申請も可能です 

【講師紹介】 
経営コンサルタント 
企業業績アップの達人
手がけた企業数は２００
社を超える。 
 
テレビ出演多数 
「ニュースステーション」
「近代建築の父・辰野金
吾の暗号」 
「有吉のバカだけど…
ニュースはじめました」 

ゲスト講師 
船井総合研究所  
稲波紀明氏 

①設備（車、機械、不動産等）に投資し２,８００万円受給 

③評価制度を導入し４０万円、 賃金体系制度、手当て制度を導入し 
 ４０万円、正規の従業員が教育・研修を受講し３０万円 
 
助成金の説明から実際に使用した助成金活用の事例を丁寧にお伝えいたします。 

②パートを正社員として雇用。従業員に研修を実施した結果、 
 １人１００万円を受給！５人で５００万円受給 

しもむら社労士事務所 
所長 下村主税 

【講師紹介】 
労働局で助成金を担
当した経験から、経営
者が助成金を知らない
ことを危惧し、助成金
の申請サポートを行う。
相談実績年間５００件
を超える。 
助成金の活用法を 
セミナーで解説します 

15：00～16：30(受付時間１4：30～) 
※セミナー終了後に個別無料相談可能 

参
加
料 

リコージャパン㈱ 

佐賀支社武雄事業所 ５００円(税込) 

（資料代） 

場
所 

武雄の経営者向け  経営に役に立つ最新助成金セミナー 

佐賀県武雄市武雄町大字昭和800 



・受付後、「受講に関するご案内」をFAX致します。 
・ご提供頂いた個人情報は、弊社からのご連絡以外には使用いたしません。 

講座でお伝えする内容 

お申し込みこのままFAXでお願いします。  

ＦＡＸ：0952-71-6032 

担当確認印 

お急ぎの方はお電話下さいTEL：0952-71-6002 

□セミナー後の無料相談に参加する（ご参加の方は左の項目にチェックをつけてください） 

今回、ご参加していただいた皆様には「助成金ガイドブック」をプレゼントいたします。どんな時に
助成金が使えるのか？どうやって助成金を活用すればいいのか？など疑問を解決いたします!! 
 
皆様のご参加をお待ちしております。 
 

セミナー参加者には 

助成金ガイドブックをプレゼント！ 

時間 講座 内容 講師 

15：00 

～ 

１5：50 

第一講座 

・専門家が見る2015年の 

 オススメ助成金とは？ 

・具体的な助成金事例 

船井総合研究所 

稲波 紀明 

15：50 

～ 

16：20 

第二講座 
・社労士を活用した 

 効果的な助成金活用方法 

佐賀助成金サポートセンター 

しもむら社労士事務所 

所長 下村 主税 

１6：20 

～ 

16：30 

質疑応答 

振り返りシート記入 

・講座の内容で不明点を質疑応答形式で説明 

・助成金活用の無料相談を受付 

・振り返りシートの記入 

しもむら社労士事務所 

所長 下村 主税 

船井総合研究所 

稲波 紀明 

こんにちは佐賀助成金サポートセンターの下村です。 
今回私どもが皆様にご提案させていただくのは 

中小企業様が今すぐにでも活用できるお得な助成金活用方法です！ 

  
現在の不況期に対応するため国は「助成金」という返済不要のお金を中小企業に支給する制度
があります。佐賀県においても創業時やスタッフ採用時、教育研修など様々な場面で助成金を
活用することが出来ます。 
 
国や都道府県が扱っている助成金は数も非常に多く、小さな改正もたびたび行われているため、
情報を知らない状態でいると、受給条件が整っているのにも関わらず受け取れず、損をしてしまう
こともございます。助成金の情報はいち早く、正確にキャッチすることが大切です。 
 
助成金は雇用保険の適用事業所であればほとんど業種を問わず活用できるものです。事業拡
大のための人材雇用のために有効に助成金を活用しましょう。 

会社名 お名前 

住所 役職 従業員数 

電話番号 FAX番号 


